
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ-2．サンゴ幼生着床・育成基盤の開発・実証 
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Ⅳ-2. サンゴ幼生着床・育成基盤の開発・実証 

1.沖縄沿岸海域 

1.1 目的 

昨年度製作されたサンゴ幼生着床・育成基盤（以下「基盤」と言う。）2基を実証試験海域に

設置し、既往の設置基盤と併せてモニタリング調査を行うとともに、モニタリング調査結果よ

り、基盤の着床率、生残率等の比較から基盤の評価をとりまとめるものである。 

 

1.2 サンゴ着床・育成基盤の設置 

（1）令和 3年度製作基盤の状況 

 令和 3 年度に製作された基盤（平型 1基、凸凹型 1基）を図-Ⅳ.2.1.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.1  令和 3年度製作基盤(10 年耐用)の形状・寸法図 

【平型基盤：1 基製作】 

【凸凹型基盤：1基製作】 
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（2）放流試験海域への設置 

1）施工準備・手続き 

設置工事に際し、必要となる申請書類等の確認及び手続きを行った（表-Ⅳ.2.1.1 参照）。 

また、工事完了後の届出についても併せて示す。 

 

表-Ⅳ.2.1.1 設置工事の事前確認及び手続き 

  

 

 

 

 

 

 

  

確認・手続き事項 確認・手続き先 許可申請書類等 

漁業権区域への基盤の

設置に係る漁業協同組

合の同意 

八重山漁業協同組合 同意書：令和 3 年度事業にて説明、水産庁

より同意依頼、同意書(令和 4 年 3 月 17 日

付)受領済みを確認。 

岩礁破砕等に関する協

議（許可を要しない協

議） 

沖縄県農林水産部水産

課 

回答書：令和 3 年度事業にて説明、水産庁

より協議書提出、許可を要しない回答書

(令和 4 年 3 月 31 日付)受領済みを確認。 

工作物新築等及び公共

用財産使用許可申請

書・土地使用料等減免

申請書 

沖縄県八重山土木事務

所 

許可証：令和 3 年度事業にて説明、水産庁

より許可申請書提出、許可書(令和 4 年 4 月

5 日付)受領済みを確認。 

港湾施設ふ頭用地専用

使用許可申請書（製作

した基盤の港湾施設へ

の仮置き許可申請） 

石垣市港湾課 許可証：令和 3 年度事業にて説明、水産庁

長官名で許可申請書提出・令和 3 年度受託

業者が代理申請、許可書(令和 4 年 1 月 20

日付)受領済みを確認。令和 4 年 4 月分の

用地使用料を受託者支払い。 

工事届出書 

（施工業者申請） 

石垣海上保安部 届出接受：令和 4 年 4 月 1 日付 

関係機関へのお知らせ 

（施工業者） 

海運会社、石垣港利用

者、施工箇所の海域利用

者（ダイビングショップ

等）周知先 3 箇所 

海上工事のお知らせリーフレット：令和 4

年 4 月 1 日周知 

工事着手の届出 沖縄県知事あて（八重山

土木事務所送付） 

工事届：水産庁より令和 4 年 4 月 7 日付提

出を確認 

工事完了の届出、施工

実施の報告 

沖縄県知事あて（八重山

土木事務所送付） 

工事完了届及び施工実施状況報告：水産庁

より令和 4 年 5 月 26 日付提出を確認 
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2）架台運搬 

令和 3 年度に石垣港ふ頭用地に仮置された基盤の架台について、トラッククレーンに積み込

み、国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産技術研究所の突堤へ運搬した。また、突堤か

らは、作業船に架台を積み込み、浦底湾の設置箇所まで運搬を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）設標、架台設置 

架台の設置は、4月 11 日～12 日の 2日間で実施した。 

① 令和 4年 4月 11 日 

作業船が、11:30 頃浦底湾へ到着。実験海域の設置予定の 2箇所（図-Ⅳ.2.1.2 参照）に、設

標（目印ブイ）を調査船により行い、岩礁帯ではないことを確認。その後、凸凹型鋼製架台 1基

を事前に陸上運搬していた水産技術研究所桟橋より作業船に積み込み、設置予定地点に運搬、

吊り下げ設置した。 

地盤と架台が不陸箇所となる部分は架台そのものが傾き、安定性を損なうため、不陸箇所へ

コンクリート入り土のう(耐候性のものを使用)を、架台内側へ挿入して水平設置した。コンク

リート土のうと架台はアンカーボルトで固定して一体化させた。上記の作業を完了させて、1基

目(凸凹型)の鋼製架台設置に係る施工を完了させた。 

 

② 令和 4年 4月 12 日 

前日に引き続き、平型の鋼製架台を水産技術研究所桟橋より作業船に積み込み、設置予定地

点に運搬、吊り下げ設置。 

 不陸箇所へコンクリート入り土のうを、架台内側へ挿入して水平設置した。コンクリート土

のうと鋼製架台はアンカーボルトで固定して一体化させた。上記の作業を完了させて、実験海

域の 2基目(平型)の鋼製架台設置に係る施工を完了させた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

石垣港ふ頭用地で仮置確認 トラッククレーンによる運搬 

作業船による架台の設置 

作業船への積込み・運搬 

サンゴ着生・育成基盤(凸凹型) 
施工状況（4/11） 

サンゴ着生・育成基盤(平型) 
施工状況（4/12） 
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図-Ⅳ.2.1.2 浦底湾設置箇所位置図及び放流試験箇所との位置関係図 

 

4）架台上部への着床具（グレーチング）の設置 

4 月 17 日に、2 基の鋼製架台上部に着床具（687mm×687mm）をそれぞれ 8 枚ずつ、潜水士に

より設置し、クレモナロープで固定した。上記の作業を完了させて、全ての施工を完了した。 

 

 

 

 

 

 

  

サンゴ着生・育成基盤(凸凹型) 
施工状況（4/17） 

サンゴ着生・育成基盤(平型) 
施工状況（4/17） 
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1.3 モニタリング調査 

設置後の基盤の安定性・機能性のモニタリングとして、「安定性」に関しては設置後の高波

浪や経年劣化による基盤の移動、変形摩耗・損傷等について着目して調査を行い、結果に基づ

き設計手法、安定性照査の妥当性を評価した。なお、モニタリングは、今年度設置した基盤と

ともに、これまでに崎枝湾及び浦底湾に設置した基盤も併せて実施した。 

また「機能性」に関しては、放流試験による幼生着底後の生残・成長状況の把握、成長阻害

要因（浮泥の堆積、藻類付着、食害）の把握に着目して調査を行い、機能評価を行った。 

 

（1）モニタリング項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「安定性」に係るモニタリング項目と評価、改善事項 

・設置後の高波浪、経年劣化による基盤の移動、変形摩耗・損傷 

・海藻などの付着生物等による安定性への影響 

⇒設計手法、安定性照査の妥当性評価 

「機能性」に係るモニタリング項目と評価、改善事項 

・放流等試験による幼生着底後の生残・成長状況の把握 

・成長阻害要因（浮泥の堆積、藻類付着、食害）の把握 

⇒着床部や架台構造等の評価 
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（2）モニタリング調査結果 

1）安定性に係るモニタリング調査結果 

① 設置後の高波浪による外力 

基盤の設置後の大きな波浪の発生は、台風 11号(9 月 3～5 日)及び台風 12号（9月 11 日～13

日）の接近時である。気象庁発表の沿岸波浪実況図によると、石垣島北側沿岸は台風 11号接近

時には波高 8～9m 程度、台風 12 号接近時には波高 6～7m 程度に達していたと考えられる（図-

Ⅳ.2.1.3 参照）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁ホームページ 

（ https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/wave/chart/daily/coastwave.html?year=2023&month=2&day=26&hour=1

2） 

図-Ⅳ.2.1.3 気象庁沿岸波浪実況図 

 

② 基盤の移動状況 

基盤の移動状況の推移を図-Ⅳ.2.1.5 に示す。以下に設置年度毎の基盤の移動状況の概要を

示す。 

【令和元年度設置（崎枝湾に設置した 2基）】 

 基盤設置直後には多少移動が確認されたが、近年は大きな移動はなく、安定していることが

伺える。 

【令和 2 年度設置（浦底湾に設置した 4基）】 

 基盤設置直後には多少移動が確認されたが、近年は大きな移動はなく、安定していることが

伺える。 

【令和 3 年度設置（浦底湾に設置した 5基）】 

基盤設置以降、大きな移動はなく安定していることが伺える。 

【令和 4 年度設置（浦底湾に設置した 2基）】 

基盤設置以降、大きな移動はなく安定していることが伺える。 

参考）沖波設計波高 
 崎枝湾：9.81m 
 浦底湾：9.94m 
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図-Ⅳ.2.1.4 モニタリング用に設置 

した目印杭と基盤との関係 

 

 

 

 

 

 

 

【中央基盤】                  【ESE20m 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.5(1) 目印杭からの移動距離計測結果（令和元年度設置：崎枝湾） 

 

【F1 基盤】                  【F2 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

【M1基盤】                  【M2 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.5(2) 目印杭からの移動距離計測結果（令和 2年度設置：浦底湾） 
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【D1 基盤】           【D2 基盤】            【D3 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

【D4基盤】            【L1 基盤】             

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.5(3) 目印杭からの移動距離計測結果（令和 3年度設置：浦底湾） 

 

【R1基盤】           【R2 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.5(4) 目印杭からの移動距離計測結果（令和 4年度設置：浦底湾） 
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③ 基盤の損傷、摩耗状況等のその他の状況 

令和元年度～令和 3年度に設置した基盤（令和元年度 2基、令和 2年度 4基、令和 3年度 5基）

には、基盤の損傷、摩耗等の劣化の状況は見られなかった。また、令和 4 年度に設置した 2 基に

ついても、基盤の損傷、摩耗等の劣化の状況は見られなかった。 

なお、いずれの基盤についても、微小な藻類やウミウチワが基盤全体に付着する程度で、安定

性に影響する生物の付着等はみられなかった。 

 

【令和元年度設置基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 2年度設置基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤の状況(中央基盤) 基盤の状況(ESE20m 基盤) 

基盤の状況(F1 基盤) 基盤の状況(F2 基盤) 

基盤の状況(M1 基盤) 基盤の状況(M2 基盤) 
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【令和 3年度設置基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 4年度設置基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤の状況(D1 基盤) 基盤の状況(D2 基盤) 

基盤の状況(D3 基盤) 基盤の状況(D4 基盤) 

基盤の状況(L1 基盤) 

基盤の状況(R1 基盤) 基盤の状況(R2 基盤) 
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2）機能性に係るモニタリング調査結果 

① 稚サンゴの生残状況 

実証試験実施後の稚サンゴの生残状況の推移を図-Ⅳ.2.1.6 及び表-Ⅳ.2.1.2 に示す。以下

に設置年度毎の生残状況の概要を示す。 

【令和元年度設置（崎枝湾に設置した 2基）】 

中央基盤で 35個体（9.3 個体/㎡）、ESE20m 基盤で 5個体（1.3 個体/㎡）の生残を確認した。

T 中央基盤では昨年度の 50 個体から 35 個体へと減少が見られたが、ESE20m 基盤では昨年度か

ら生残数に変化は見られなかった。中央基盤での生残数の減少については、比較的小型の個体

が消失している状況が確認された。白化等で死滅した後の死サンゴも確認されないため、要因

は現段階では判断できない。また、ESE20m 基盤では生残数が変化していないため、大型魚等に

よる捕食等の局所的な要因の可能性も考えられるが、継続してモニタリング結果に注視してい

く必要がある。 

なお、昨年度から今年度にかけての中央基盤の生残率は 70％であるが、計画段階での目標値

である生残率（60％）については上回る値を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.6(1) 稚サンゴ生残状況（令和元年度設置：崎枝湾） 
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【令和 2 年度設置（浦底湾に設置した 4基）】 

稚サンゴは、1～25個体（0.3～6.6 個体/㎡）の生残を確認した。昨年度から生残数にほと

んど変化は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.6(2) 稚サンゴ生残状況（令和 2年度設置：浦底湾） 

【令和 3 年度設置（浦底湾に設置した 5基）】 

稚サンゴは、19～87 個体（5.0～23.0 個体/㎡）の生残を確認した。昨年度から生残数は大

きく増加しているが、昨年度調査時には 1cm にみたない個体が多かったため、計数できなかっ

たものが追加され増加したものと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.1.6(3) 稚サンゴ生残状況（令和 3年度設置：浦底湾） 

【令和 4 年度設置（浦底湾に設置した 2基）】 

R1 基盤で 2 個体（0.5 個体/㎡）、R2 基盤で 11 個体（2.9 個体/㎡）の生残を確認した。稚サ

ンゴのサイズが小さいため、計数可能な個体数は少なかったが、これまでの実績を踏まえると、

次年度にはさらに多くの生残が確認されるものと推測される。 
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表-Ⅳ.2.1.2 稚サンゴ生残状況（令和 4年度設置：浦底湾） 

基 盤 2022 年 11 月 

R1 2 個体（0.5 個体/㎡） 

R2 11 個体（2.9 個体/㎡） 

 

② 稚サンゴの成長状況 

 各年度の稚サンゴの成長状況についてみると、順調な成長が認められ、令和元年度設置基盤

では、既に径 20cm 以上に成長した個体も認められた。 

 

表-Ⅳ.2.1.3 稚サンゴの成長状況 

設置年度 稚サンゴ成長状況 

令和元年度 径 5～24cm、平均 15cm 程度まで成長 

令和 2 年度 径 2～13cm、平均 8cm 程度まで成長 

令和 3 年度 径 1～5cm、平均 3cm 程度まで成長 

令和 4 年度 径 1cm 以下 

 

【令和元年度設置_中央基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和元年度設置_ESE20m 基盤】 
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 【令和 2年度設置_F1 基盤】         【令和 3年度設置_D4 基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 浮泥の堆積、付着藻類の状況 

 浮泥の堆積は、いずれの基盤においても確認されなかった。なお、付着藻類については、前

述にも示すとおり、いずれの基盤でも確認されたが、付着藻類の繁茂によって目詰まり等が発

生するような異常繁茂は確認されなかった。なお、昨年度調査時には、付着藻類が基盤上部を

マット状に覆うように分布（特に令和 3 年度設置基盤）していたが、今年度は極端な繁茂は認

められない。 
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1.4 考 察 

（1）基盤の安定性に関する考察 

令和元年度に崎枝湾に設置した基盤、令和 2 年度～令和 4 年度に浦底湾に設置した基盤、併

せて 13 基盤ともに、基盤の顕著な移動、変形及び損傷は認められず、安定した状況を示してお

り、現在の設計方針に問題点等は見られない。 

一方で、サンゴの生残個体は最大でも直径 20cm 程度、その他大型生物の付着もみられない。

今後、サンゴがさらに成長し、その他の大型生物が付着した際にも基盤が安定性を保つことが

出来るかを確認することが重要となる。また、付着藻類の異常繁茂が発生した際、これらによ

る目詰まりの可能性もある。以上に着目して、今後もモニタリングにより監視していく必要が

ある。 

また、リーフ内の海底は起伏があるため、「コンクリート土のう」により、現地状況に応じ

て、中詰めコンクリート量を調整して水平を保ち、鋼製金具で基盤と結合させる手法を採用し

ているが、安定性に影響がないことより、本手法についても有効であると判断される。 

（2）基盤の機能性に関する考察 

令和 2 年度～令和 3 年度に浦底湾に設置した基盤では、稚サンゴの生残数に減少傾向は認め

られず、稚サンゴの生残機能が十分に確保されていることが確認された。また令和元年度に崎

枝湾に設置した基盤では、中央基盤において稚サンゴの生残数に減少傾向（生残率 70％）が認

められたが、依然として目標値（生残率 60％）を上回っていること。もう 1 基の基盤（ESE20m

基盤）では生残数に減少傾向が全く認められないことより、稚サンゴの生残に対して、一定の

機能を維持していると判断される。 

なお、中央基盤での生残率の低下要因については不明のため、今後も継続してモニタリング

により監視していく必要がある。 

 

（3）今後の考え方 

今年度試験において、安全性、機能性、いずれにおいても大きな問題等は確認されなかった。

今年度で実証試験に伴う基盤の設置は終了となるが、設置済基盤は令和 7 年度までは継続して

モニタリングにより監視を行うことを予定している。 

これにより安定性、機能性のさらなる確認を行うものとする。また、令和 2 年度より設置し

た基盤については、平型と凸凹型を作成し、形状変化による効果の程度を比較することとして

いるが、現段階では、両者に顕著な差異は認められない。次年度以降も継続して監視を行い、

両者の効果の程度について検証を行っていく。 
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2.沖ノ鳥島海域 

2.1 目的 

令和 5 年度以降に沖ノ鳥島で計画している幼生放流実証試験に向けて、沖ノ鳥島礁内への輸送

に適した実証試験用の基盤を製作し、沖ノ鳥島海域に設置する。また、運搬性、施工性の観点か

ら評価を行い、必要に応じて改良案を提案する。 

 

2.2 実証試験用基盤の設計 

（1）基盤設置箇所 

 サンゴ幼生の育成が期待できる箇所として、サンゴ被度が比較的高い、前フェーズで再移植ノ

ルの調査箇所である A10 周辺を候補とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.2.1 実証試験用基盤の設置箇所 

 

（2）設計外力 

 1）潮位条件（リーフ内） 

「平成 27 年度東京南部海岸のサンゴ等調査業務報告書」（以下「H27 サンゴ等調査報告書」）

に示されている以下の値を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

2）潮位偏差（リーフ内） 

 「H27 サンゴ等調査報告書」で設定された以下の値のうち、最も大きい「η1＝2.79ｍ」を用

いるものとする。 
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3）設計高潮位（リーフ内） 

 「H27 サンゴ等調査報告書」で設定された以下の値のうち、最も大きい「①D.L.+4.33ｍ（H.W.L+

η1）」を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

4）リーフ内の水位上昇 

「H27 サンゴ等調査報告書」で設定された以下の値のうち、最も大きいξ＝2.29（W 系）を用

いるものとする。 

 

 

 

5）設計沖波波高（暴風時：100 年確率） 

  「H27 サンゴ等調査報告書」で設定された、Ho＝18.02ｍ、To＝14.4s、を用いるものとする。 
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（3）既往資料による計算結果 

「沖ノ鳥島観測施設架台の設計資料」に示されている波浪変形モデル（ブシネスクモデル）

を用いた流況の算定結果を次頁に示す。計算条件は、先の設計外力に基づき、以下のように設

定されている。 

1）波浪 

・ 波浪条件は、年最大値を用いて求めた 100 年確率の有義波高とそれに対応する有義波周

期を設計波として採用することとした。 

・ 波向き条件は、台風時に頻度が高い S 方向と、北小島および東小島に対して S 方向より

も波高が大きくなる可能性がある N 方向の 2 方向に、W 方向を追加した計 3 方向につい

て検討した。 

2）潮位 

・ 朔望平均満潮位に 100 年確率潮位偏差を加えた潮位を計算条件とした。 

設計高潮位 ：H.W.L.（D.L.+1.54ｍ）+2.79＝D.L.+4.33ｍ 

 

3）計算条件 

 計算条件は以下に示すとおりである。 

表-Ⅳ.2.2.1 計算条件 
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4）既往資料の平均流速計算結果 

【波向：Ｎ】 

「沖ノ鳥島観測施設架台の設計資料」より波浪変形モデル（ブシネスクモデル）を用いた流

況の算定結果を以下に示す。（今回の基盤設置箇所の平均流速を図に加筆した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-Ⅳ.2.2.2(1) ブシネスク計算結果（N 系） 
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【波向：Ｓ】 

「沖ノ鳥島観測施設架台の設計資料」より波浪変形モデル（ブシネスクモデル）を用いた流

況の算定結果を以下に示す。（今回の基盤設置箇所の平均流速を図に加筆した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.2.2(2) ブシネスク計算結果（S系） 
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【波向：Ｗ】 

「沖ノ鳥島観測施設架台の設計資料」より波浪変形モデル（ブシネスクモデル）を用いた流

況の算定結果を以下に示す。（今回の基盤設置箇所の平均流速を図に加筆した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.2.2(3) ブシネスク計算結果（W系） 
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5）既往資料の検討結果における基盤設置箇所の平均流速（まとめ） 

「沖ノ鳥島観測施設架台の設計資料」より波浪変形モデル（ブシネスクモデル）を用いた流

況の算定結果を用いて、実証試験用基盤設置箇所の平均流速を読み取った。ブシネスク計算結

果の図より、最大でも約 2.5m/s の流速であることが確認できた。 

 

表-Ⅳ.2.2.2 既往検討を用いた実証試験用基盤設置箇所の平均流速 

検討波向 基盤設置箇所の平均流速 

N 系 約 2.5m/s 

S 系 約 2.5m/s 

W 系 約 1.0m/s 

 

（4）流速の現地観測結果 

 水産庁事業において、サンゴ幼生の移植のための中間育成施設を設置するに際し、実際に計

測した流速データを参考に設計を行っている。資料では、2007 年の台風 2 号の通過により計

測された流速を根拠としている。台風 2 号の通過の際に計測された最大瞬間流速（W3 地点）

は、237.5cm/sec とされている。また、W3 地点は、今回の実証試験用基盤設置箇所の近隣であ

る。 

また、過年度の検討では、最大瞬間流速の計測値を踏まえ、安全側をみて設計流速を300cm/sec 

としている。以下に過年度の計測データ等の資料を示す。 
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（5）実証試験用基盤設計に用いる設計流速の設定 

観測施設架台の設計資料より読み取った実証試験用基盤設置箇所の平均流速は、最大で約

2.5m／s であった。この流速は、100 年確率波及び潮位を用いて、詳細な計算モデルより算定

された値である。また、2007 年の台風 2 号通過時に計測された実証試験用基盤設置箇所近傍

の最大瞬間流速は、2.375m／s（観測値）であり、最大瞬間値とはいえ、100 年確率に近い流速

が、実際に生じていることが確認されている。 

以上より、実証試験用基盤の設計に用いる流速は、既存実績も踏まえ、3m／s を用いるもの

とする。沖ノ鳥島が、その立地上、頻繁に実証実験ができる場所ではないことを踏まえ、安全

側の値を用いることとした。 

 

（6）実証試験用基盤の設計 

 1）設計方針 

沖ノ鳥島に設置する実証試験用基盤は、以下の条件を踏まえて設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.2.3 実証試験用基盤イメージ 

 

 

 

 

  

・ 施設の重量により安定性を確保できるほどの大規模な施設を配置することは困難

なため、実証試験であることを踏まえて簡易な構造物とし、基盤 1 基当り 50kg 程

度とする。 

・ オニヒトデ等による這い上がりによる食害の影響を極力抑え、サンゴ砂礫によるフ

ラッシュによる影響を抑える構造とする（図-Ⅳ.2.2.3 参照）。 
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 2）安定計算結果 

 実証試験用基盤は、L型鋼による 50cm×50cm×60cm の直方体構造とし、上面にグレーチング

基盤（FRP 製）を設置するものとする。基盤 1基による安定計算結果を表-Ⅳ.2.2.4 に、基盤を

4基連結させた際の安定計算結果を表-Ⅳ.2.2.5 に示す。 

 基盤が 1 基の際の安定計算によると、安全率（滑動・転倒）はいずれも低くなっており、自

重のみでは十分な安全率を確保できない。また、基盤を 4 基連結させた際の安定計算について

も、安全率（滑動・転倒）は低くなっており、自重のみでは十分な安全率を確保できない。 

 沖ノ鳥島の底質は岩盤の上にサンゴ砂礫が薄く覆っている箇所が主体のため、基盤を 4 基連

結させた上で、アンカーボルトにより岩盤に固定する工法を採用するものとする。 

 アンカーボルトの検討結果は以下に示すとおりである。 

 

①架台の諸元 （4基連結）  

・ 架台寸法 W1000mm × D1000mm × h600mm 

・ 流体力（P） 2.875KN JIS0.293t 

 

②後施工アンカーボルトの検討 

【アンカーボルトに掛かるせん断力】 

全流体力が脚部 4 ヶ所のアンカーボルトに均等に作用すると考えられるが、安全側を見て、

1箇所のみに作用すると想定して算出する。 

■ せん断力 

N ＝ 2.875KN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅳ.2.2.4 アンカーボルト設置模式図 

 

【アンカーボルトの選定】 ※アンカーボルトを M16 と仮定する。 

■せん断応力度の算出 

   

2.875 
1.722 
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■判定 

 

  ここに fb ： 長期せん断応力度 8KN/㎠（「漁港・漁場の施設の設計参考図書」2015 年版） 

【アンカーボルトに掛かる引抜力】 

 基盤上部にのみ流体力（2.875KN）が作用し、モ

ーメントにより施設が転倒（アンカーを引き抜

く）する力を以下の通り算出する。 

ここで、重さＷ、高さ a、幅 b の直方体の上面

にＴの力（流体力）が加わった場合、安定状態の

際に①を支点として以下の関係式が成立する。 

 Ｗ×b/2－Ｔa－Ｎx＝0  安定状態のため、Ｗ＝Ｎ、Ｆ＝Ｔ 以上より、 

 ｘ＝b/2－ｔ/Ｗ×a   ①式 

 転倒する直前は、ｘ＝0となり、Ｎの力がかかる位置が②となり、転倒する力となる。①式に 

ｘ＝0を代入すると、 

Ｔ＝b/2a×Ｎ  ②式 

 以上の②式を踏まえ、流体力が基盤上部のみに加わった際の引張力Ｎを算出する。 

■軸方向引張力 

 2.875KN＝100cm/120cm×Ｎ Ｎ＝3.45KN 

■判定 

 Ｎ/アンカー許容引張力（メーカー値）＝3.45/5.08＝ 0.679 ＜1 OK 

【アンカーボルトの埋込長さ】 

金属拡張アンカー（後施工）で M16 の埋込長さは 60mm である。但し、打ち込む側はコンクリ

ートの場合となっている（表-Ⅳ.2.2.3 参照）。基盤は岩盤に固定するため、アンカー埋込長さ

は安全を考慮して倍の 120mm 以上とする。 

表-Ⅳ.2.2.3 金属拡張アンカーの許容荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.722 
0.215 

 

② 

b 

a 

Ｔ 

Ｎ 

Ｗ 

Ｆ 

x ① 

Ｎ 

出典：「メーカカタログ」 
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表-Ⅳ.2.2.4 安定計算結果（基盤単独） 
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表-Ⅳ.2.2.5 安定計算結果（基盤 4基連結） 
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3）図面、材料表 

実証試験用基盤の図面並びに材料表を次頁以降に示す。 
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図-Ⅳ.2.2.5 基盤設置模式図 
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図-Ⅳ.2.2.6 基盤製作図 
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表-Ⅳ.2.2.6 材料表 
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2.3 実証試験用基盤の製作 

 製作した実証試験用基盤の状況を以下に示す。なお、製作した基盤は、福岡県若松港より

沖ノ鳥島に向かう調査船「風神」に積み込み、沖ノ鳥島へと搬入した。 

 

 

 

 

 

 

 

基盤製作状況        完成した基盤（令和 4 年 4 月 25 日撮影） 

 

2.4 沖ノ鳥島への設置 

調査母船である風神より礁内への侵入のた

め、小型船の風童子へ瀬渡しを行い、前述図

-Ⅳ.2.2.1 に示す箇所に、実証試験用基盤（長

さ 1m×幅 1m×高さ 60cm）の仮設設置を行っ

た。基盤は連結した状態で配置（図-Ⅳ.2.2.7

参照）し、脚部をアンカーボルトで海底の岩

盤に固定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査船風童子への瀬渡しによる積込           礁内への搬入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度設置した実証試験用基盤        過年度設置した基盤(下)と今年度設置した基盤(上) 

図-Ⅳ.2.2.7 基盤設置概念図 
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なお、令和 2 年～令和 3 年に設置した実証試験用基盤は、付着生物の付着等はみられるも

のの、ボルトのゆるみ、破損、ぐらつき、損傷等は確認されなかった。また、サンゴ砂礫の

極端な堆積や洗堀等も確認されなかった。 

 

2.5 実証試験用基盤設置等における課題他 

実証試験用基盤設置は、耐用年数が数年であること、容易に設置・撤去が可能であること、

を考慮してアンカーボルトを地盤に打ち込み、安定性を確保する工法を採用している。現地

での設置は比較的容易に施工が可能であった。また、不陸整正、鋼製基盤の水平設置につい

ても、地盤が比較的平坦であるため、候補地は多数存在、不陸整正もほとんど不要であり、

水中ボンドを用いることで容易に対応可能であることを確認した。 

また、運搬や水中設置時には 4 分割にして作業を行うことにより、人力でも十分に施工が

可能であることを確認した。 

なお、海域によっては地盤が固くアンカーボルトの打設が困難な箇所があるため、今後は、

事前に地盤状況等を把握しておくことが望ましい。 

また、事業化の際には、多数の構造物を搬入・設置すること、設計年数が 30 年になること

より、アンカーボルトによる施工は耐久性を考慮すると現実的ではないと考えられる。重力

式の構造物になることが想定されるが、今回設置した構造物の安定性等の状況確認より、今

後の設計へと反映できる事項を把握する必要がある。 

 

 


